
相
　
談

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　
医
師
や
専
門
の
相
談
員
な
ど

が
無
料
で
相
談
に
応
じ
ま
す
。

◎
府
中
市
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　
前
日
の
12
時
ま
で
に
予
約
が

必
要
で
す
。

と
こ
ろ　
広
島
県
福
山
庁
舎

問�

い
合
わ
せ
先　
広
島
県
東
部

保
健
所
福
山
支
所
保
健
課（
☎

０
８
４–

９
２
１–

１
４
１
３
）

一
日
総
合
相
談
室

　
国
、
県
、
市
の
行
政
機
関
の

専
門
相
談
員
や
弁
護
士
な
ど
が
、

日
常
生
活
や
行
政
に
関
す
る
困

り
ご
と
な
ど
の
相
談
を
、
無
料

で
受
け
付
け
ま
す
。
事
前
予
約

は
不
要
で
す
。

と�

き　
10
月
19
日（
水
）13
時
〜

16
時

※
受
け
付
け
は
12
時
30
分
開
始
。

と
こ
ろ　
府
中
市
文
化
セ
ン
タ
ー

問
い
合
わ
せ
先　
総
務
課

　
（
☎
４
３–

７
１
１
５
）

年
金
無
料
相
談
窓
口

　
予
約
が
優
先
で
す
。

と�
き　
10
月
８
日（
土
）９
時
30

分
〜
16
時

と
こ
ろ　
備
後
府
中
年
金
事
務
所

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
備
後
府
中
年
金
事
務
所

　
（
☎
４
１–

７
４
２
１
）

身
体
障
害
者
福
祉
相
談

と�

き　
10
月
11
日（
火
）13
時
〜

16
時

と
こ
ろ　
上
下
町
民
会
館

問�

い
合
わ
せ
先　
府
中
市
身
体

障
害
者
相
談
員
協
議
会
・
橘

髙
（
☎
４
３–

６
３
２
０
）

行
政
・
相
続
・
遺
言
よ
ろ
ず
相
談

　
道
路
の
穴
、
わ
か
り
づ
ら
い

標
識
、
水
路
が
詰
ま
る
な
ど
、

行
政
や
相
続
・
遺
言
の
相
談
に

無
料
・
秘
密
厳
守
で
応
じ
ま
す
。

と�

き　
10
月
８
日（
土
）11
時
〜

15
時

と
こ
ろ　
い
こ
ー
れ
ふ
ち
ゅ
う

担
当
者　
行
政
相
談
委
員
な
ど

問�

い
合
わ
せ
先　
総
務
省
中
国

四
国
管
区
行
政
評
価
局
行
政

相
談
課
（
☎
０
８
２–

２
２
８–

６
１
７
３
）

行
政
書
士
電
話
相
談

　
行
政
書
士
制
度
広
報
月
間
に

電
話
無
料
相
談
を
実
施
し
ま
す
。

と�

き　
10
月
３
日（
月
）10
時
〜

16
時

電�

話
相
談　
☎
０
８
２–

２
４
９–

２
４
８
０

問�

い
合
わ
せ
先　
広
島
県
行
政

書
士
会
（
☎
０
８
２–

２
４
９–

２
４
８
０
）

10
月
の
生
活
相
談 

相
談
無
料

◎
一
般
相
談

〈
リ
・
フ
レ
会
場
〉

と�

き　
10
月
５
日（
水
）、
12
日

（
水
）13
時
〜
16
時

※
電
話
、フ
ァ
ク
ス（
FAX
４
７–

１�

０
５
５
）
で
も
相
談
で
き
ま
す
。

〈
上
下
町
民
会
館
会
場
〉

と�

き　
10
月
26
日（
水
）13
時
〜

16
時

※
電
話
（
☎
６
２–

２
５
６
６
）、

フ
ァ
ク
ス
（
FAX
６
２–

４
９
０
３
）

で
も
相
談
で
き
ま
す
。

◎
司
法
書
士
相
談

と�

き　
10
月
５
日（
水
）13
時
〜

16
時

と
こ
ろ　
リ
・
フ
レ

受
け
付
け　
13
時
〜
15
時

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
府
中
市
社
会
福
祉
協
議
会

　
（
☎
４
７–

１
２
９
４
）

不
動
産
無
料
相
談
会

　
土
地
や
建
物
の
売
買
、
借
家

問
題
な
ど
、
複
雑
な
不
動
産
取

引
に
つ
い
て
、
無
料
で
相
談
に

応
じ
ま
す
。
偶
数
月
の
第
２
金

曜
日
に
開
催
し
て
い
ま
す
。
事

前
に
予
約
が
必
要
で
す
。

と�

き　
10
月
14
日（
金
）13
時
〜

16
時

と
こ
ろ　
府
中
商
工
会
議
所

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
府
中
商
工
会
議
所

　
（
☎
４
５–

８
２
０
０
）

〈
リ
・
フ
レ
会
場
〉

と�

き　
10
月
13
日（
木
）13
時
30

分
〜
15
時
30
分

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

��

健
康
推
進
課
（
リ
・
フ
レ
内

・
☎
４
７–

１
３
１
０
）

〈
ふ
ら
っ
と
上
下
会
場
〉

と�

き　
10
月
27
日（
木
）13
時
30

分
〜
15
時
30
分

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　
��

上
下
地
域
共
生
推
進
課
（
ふ

ら
っ
と
上
下
内
・
☎
６
２–

２
２
３
１
）

◎
ひ
き
こ
も
り
・
う
つ
等
専
門
相
談

と�

き　
10
月
18
日（
火
）、
11
月

１
日（
火
）13
時
〜
15
時

※
前
週
の
金
曜
日
ま
で
に
予
約

が
必
要
で
す
。

と
こ
ろ　
広
島
県
福
山
庁
舎

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

��

広
島
県
東
部
保
健
所
福
山
支

所
保
健
課
（
☎
０
８
４–

９

２
１–

１
３
１
１
）

Ｈ
Ｉ
Ｖ
・
梅
毒
検
査
・
相
談

　
当
日
に
検
査
結
果
が
分
か
る

迅
速
検
査
を
無
料
実
施
し
ま
す
。

相
談・検
査
は
匿
名
で
で
き
ま
す
。

と�

き　
10
月
11
日（
火
）９
時
〜

15
時
30
分

※
10
月
７
日（
金
）ま
で
に
予
約

が
必
要
で
す
。

暮らしの情報Information

■市・県民税…………………３期分
■国民健康保険税……………４期分
■後期高齢者医療保険料……４期分
※納期限は10月31日（月）です。
税務課納付相談窓口延長日
　毎週木曜日・19時まで（祝日を除く）
問い合わせ先　税務課（☎４３－７１２２）

■介護保険料…………第４期分
※納期限は10月31日（月）です。
問い合わせ先
　介護保険課（☎４０－０２２２）

10月の納税など

府中市の市外局番は 0847 です19


